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１．開会                         19 時 30 分開会                         

（司会・事務局）定刻となりましたので、第 7 回学校規模適正化一宮北地区  

協議会が開会をされます。協議会の議長は、協議会規則第 6 条第 3 項の規定に  

より会長があたることとなっています。会長には開会にあたってのご挨拶、続  

いて議事進行をお願いします。  

 

２．あいさつ  

・会長あいさつ  

 

３．会議成立宣言  

（議長）議事に入ります前にこの会議の 成立を報告いたします。本日の出席  

者は委員 24 名であります。協議会規則 第 6 条第 2 項の規定により、会議は

半数以上の出席をもって成立すること となっております。よって定足数を満

たしており、この会議が成立している ことを報告します。  

 次に、規則第 6 条第 4 項の規定により 、市関係部局職員の協議会への出席  

を求めましたので報告します。これよ り協議事項に入ります。  

 

４．協議事項  

（１）協議第 6 号  校名について（２）  

（議長）協議第 6 号  校名について（２）を議題とします。事務局より提案し

ます。  

（事務局）協議第６号の朗読と説明を させていただきます。  

協議第６号  

   校名について（１）  

 平成 28 年 4 月 1 日開校の学校名は、「宍粟市立      小学校」と決定する。 

 

   平成２７年２月２日提出  

学校規模適正化  一宮北地区協議会  

会  長    
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 【提出理由】  

 一宮北中学校区での小学校規模適正化により設置する平成 28年４月１日開校の

学校の名称を定める必要があるため。  

 

（事務局）協議提案をいたします。 1 1 月 6 日、第 6 回協議会で、校名の公

募方法についての協議後、公募期間 を 1 1 月 20 日～ 1 2 月 1 0 日として応募い

ただきました。結果、総数で 3 60 点の応 募があり、同名の校名 応募を整理し

て、校名候補としては 1 0 8 点となりま した。その後、 1 2 月 2 2 日の総務部会

の第 1 次選考として、1 0 8 点から候補となる校名を絞り込んで いただきまし

た。本日は、第 1 次選考後の候補から校 名を最終決定いただくことになって

います。  

（議長）それでは、第 1 次選考の経過を総 務部会長から説明 をお願いします。  

（総務部会長）昨年の 1 2 月 2 2 日、地区選出の部会委員 9 名と部会長、協議

会事務局の立会いのもと で第 2 回総務 部会 を開催し、校名候補の第 1 次選考

を行いました。各部会員には、部会開催前に公募の校名 候補 1 0 8 点を送付し

ており、その中から 、各自 、良いなと思 う候補 5 点選んだ上、第 2 回総務部

会に出席いただきました。 総務部会で は第 1 次選考として 1 0 点程度の選考

前に、複数人から支持ある校名が 1 0 点に満たない時、校名候補の追加補充

の是非について事前に確認したが、各部 会員が事前に 5 点選考のうえ出席す

ることから、複数人の支持ある校名を選 考するほうが妥当であるということ

を確認し、選考を 開始した。 その結果 、 第 1 次選考の校名は 別紙資料の 7

点となった。選考の過程では、第 1 次 選考の候補が 1 0 点となるようにいた

ずらに候補を増やす必要は無い 。また、 1 人のみ支持ある校名で、ぜひこれ

を 推 薦 す る と い う 強 い 意 見 も 無 か っ た こ と も 付 け 加 え 報 告 さ せ て い た だ き

ます。以上です。  

《第 1 次選考の 7 点の校名候補は次の とおり、整理番号順。 9 番  一宮北小

学校、 13 番  宍粟北小学校、 2 7 番  北小学校、 58 番  高峰小学校、 7 6 番  御

形小学校、 7 7 番  一宮御形小学校、 9 1 番  三葉小学校》  



 

5 

 

（議長）総務部会で第 1 次選考していた だいこと 感謝申し上げます。これま

での報告で、委員から質問はありませ ん か。  

（委員）第 2 回総務部会の校名協議で 、 76 番  御形小学校、 7 7 番  一宮御

形小学校は、発音時、音声では現小学校 名の三方小学校と同じ「みかた」と

発音上は聞こえることについて 協議検 討した。旧校名は対象外であり、確か

に文字の上では異なっているが、音声と してとらえたとき、「みかた」は 同

じ校名となり、これは どう対応するのか 、音声が同じであるとして 部会協議

で意見が出たことについて、正副会長会 に 7 点の校名候補の報告とともに伝

達すべきことになっていたが、正副会 長会では聞いておられますか。  

（議長）正副会長会で、現在 校名であ る 三方小学校の「みかた 」という発音

において、総務部会の第 1 次選考では 、御形、一宮御形が同じ発音 であり 、

総務部会の正副会長会への報告すべき 事項として、部会長から報告がありま

した。正副会長会では、現校名の 三方と 漢字が違うこと、また、御形という

校名公募者の応募理由から判断しても、除外はできないということを確認し

ました。正副会長会では、総務部会の第 1 次選考 7 点の校名候補を尊重する

とし、本日の協議会で 第 1 次選考結果の 報告となっています。よろしいでし

ょうか。  

（委員）ありがとうございます。  

（議長）それでは、第 1 次選考の 7 点の 今後の選考方法について 、ご意見あ

りますか。  

《委員から意見なし》  

（議長）正副会長会で、協議会における第 1 次選考結果報告後の選考方法に

ついて協議したが、それを決定するわけ にもいか ず、事務局に は選考方法の

案の検討依頼はし てい るが、 選考方法 案を提案していた だいて よろ しいか。

《委員から、異議ありの声無し》  

それでは事務局から提案 してください 。  

（事務局）選考案として、校名にふさわ しい候補を、一人 1 票を投じて、複

数以上の提案があった候補のうち 、上 位 3 点程度についてお示しし、その後 、

委員による意見交換を経た後、その後必 要であれば、最終投票 により決定す

るという方法を提案させていただきた い。また、3 点程度の校名の お示しは、
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得票数は述べずに校名のみをお示しす る選考案を提案し たいと思います。  

（議長）事務 局 提 案の 方 法 で 選 考し て よ ろし い か。 ま た、 無 記 名投 票 とし 、

用紙へは整理番号でなく校名記入によ り投票する方式で よろしいか。  

《委員から、異議ありの声無し》  

第 1 回目となる選考開始します。 事務 局は投票用紙を配布ください。  

《事務局から用紙配布、各委員 が記入 、投票箱へ用紙を投入となった》  

（教育部次長）開票 前に事務局提案とし て、開票立会人として委員の中から

2 名選任いただきたくお願いします。  

（議長）それでは、立会人は中学校ＰＴ Ａ会長 1 名と、小学校現職ＰＴＡ会

長 1 名を立会人としてお願いしてよろ しいか。  

《中学校ＰＴＡ会長、小学校ＰＴＡ会 長が開票立会 人となる》  

《事務局による開票作業 》  

（事務局）第 1 回目の投票結果を報告 し ます。複数以上の得票があった 候補

は 2 校でありました。他は 1 票のみの得 票があ るものが 4 校でした。選考方

法として、上位 3 校程度を示すとしてい ました が、複数得票 の校名は 2 校の

ため、委員へお示しする校名 候補はこ の 2 校でよろしいか。  

（議長）複数得票が 2 校となったのも、委員による真剣な検討の表れともい

えます。上位 3 校による意見交換とし た のだから、今後の選考方法として は 、

この 2 校を第 1 回投票の結果として受 け止め るか、第 1 回投票の上位 3 校で

もって意見交換するとしたのだから、上 位 3 校になるように再投票する こと

も考えられますがいかがいたしましょ うか。  

（委員）再投票とは 、 1 票のみ得票があ った 4 つの校名から、追加のた め 再

投票を行うということでしょうか。また 、上位 3 校を必ず選ばなければなら

ないという決まりがあり、その方法も 含めて聞かれているのでしょうか。  

（議長）今後の方法として、一つは、この 2 校を第 1 回投票の結果として受

け止め、この 2 校名で意見交換 を行い 最終選考とする案、もう一つは 、第 1

回投票を無効として、上位 3 校名が選出 しやすいように、が 改めてひとり 2

つまたは 3 つの校名を記載して投票を やり直すという案 。もう一つは、複数

得票を得た 2 校名のほかに 3 校選出こ だわるため、もう 1 校を選ぶために投

票するという案であります。皆さんの 意見をお聞きしたい。  
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（委員）一人 1 校名記載するという条件 の中、 1 票しか入らなかった 4 校名

の中から、あえて 上位 3 校選ぶという こ と を理由に、追加投票を行 うことは 、

投票を始める前に、第 1 回目投票、意見 交換、最終選考 という選考過程をあ

らかじめ決めて第 1 回投票を行ったも のと、選考経過が異 ってくると思うの

で、この 2 校で最終選考へと向かうのか 、または、第 1 回投票を無効として

改めて別の投票方法で 3 校を選考する のか ということ で、改めて選考方法に

ついて確認をいただいたらと 思います 。  

（議長）わかりました。それでは、 第 1 回投票の結果は、 1 票得票の校名が

４つで、複数得票の校名が 2 つという ことは、本日の出席委員 2 4 名である

こ と か ら 、 複 数 得 票 の 各 校 名 の 得 票 数 は わ か ら な い が 、 多 く の 人 が こ の 2

校に投票したということにな ります。改 めて確認させていただきたいが、こ

の 2 校で選考するか、投票そのものをや り直すか、 3 校目となる校名を新た

に選ぶか、いかがさせていただきまし ょうか。  

（委員） 3 校目の選考は行わ ず、複数得票の結果が出た 2 校で選考してはい

かがでしょうか。  

（委員）事務局 提案の第 1 回目投票で 3 校選考が条件ならば、 3 校を選びだ

す必要があるがどうですか。  

（議長）事務局からは選考方法の提案で あっ て、校名選考の具体的な方法は、

協議会委員で協議決定して選考してい くことになります。  

（委員）わかりました。  

（議長）それではおはかりします。上 位 得票の 2 校を発表後、意見交換 、そ

して最終選考とする選考方法とさせて いただいてよろしいか。  

《委員から、異議ありの声無し》  

（教育部長）選考の方向性を決めていた だいたが、事前の正副会長会協議で

は、第 1 回投票では複数 の校名を投票す る案も あったが、各委員が新しい学

校名を真剣に検討いただいていること も考え、複数校名の投票よりも、 1 校

名 投 票 の ほ う が 委 員 の 意 思 が よ り 鮮 明 に な る ほ う が い い だ ろ う と い う こ と

で、選考方法の事務局提案をさせていた だきました。第 1 回投票で複数得票

があった 2 校をこれから事務局から発 表し、このあとの協議検討をいただけ

ればと思います。  
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（議長）それでは報告願います。  

（事務局）複数 得票があった上位 2 校名 について、整 理番号の若い順で発表

します。一宮北小学校、高峰小学校、 この 2 校名です。  

（議長）この 2 校名について、別 資料の校名応募者の思いも見ていただきな

がら、委員協議をお願いします。  

（委員）学校規模適性化の実施方法につ いて、小中一貫校をモデルとして当

校 区 で の 教 育 を 進 め て い き た い と 、 協 議 資 料 に 明 確 に 打 ち 出 さ れ て い る の

で、校名が ぶれることなく、一宮北として統一にしたほうが小中一貫がスム

ーズに進められるような感じがするの で、一宮北が妥当ではないかと思 いま

す。  

（委員）敷地内に学校が 並列に設置さ れ ることもあり、どこから来られ ても 、

一宮北がわかりやすいのではないかと 思います。  

（委員）一宮北が良いと思いますが 、高 峰も雰囲気があって良いと思 います 。

資料添付の校名応募時の理由 欄ですが、応募数ごとに応募時の理由が書かれ

ているのか、また、理由の数が多いほど応募数が多かったと理解して良い の

ですか。  

（事務局）理由欄は、同じ理由の場合は 集約して一つとさせていただ き、理

由が異なるもの、表現が違うものは、それぞれの理由を記載させていただい

ています。理由欄の数が多いところは 、比較的に 多くの応募があったと考え

ていただいても良いと思います。  

（委員）高峰も良いなとは思 いましたが 、中学校ＰＴＡとして多くの学校に

も行く機会もあり、小中一貫のこと、学校規模適性化のことなど考えたり話

をする中でわかりやすいということあ り、中学校と同じ校名の一宮北 が良い

なと思います。  

（委員）同じ敷地内に設置ということで 、一宮北のほうが誰からもわかりや

すく、子どもにもなじみやすいのでは ないかと思 います。  

（委員）小中一貫教育 の取組み自体に校 名 は関係ないと思います 。一宮南地

区の規模適性化の検討も、校名が 一宮南 小になるということでもな いし、南

北統一するということでもないのだか ら 別に考えたらいいと思います 。  

（委員）一宮北で良い と思います。中学 校とくっつ いており、連携がとりや
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すく北中敷地内に設置するからです。た だもう 一方で小学校は小学校として

校名考えたほうがいいかも 思います。 どうあるべきか 悩んでもいます。  

（委員）みんなの意見を聞く なかで、 一宮北が良いかな と思います。  

（委員）他の校名を考えたこともあるが 、小学校は小学校で考えたらいいか

なと思います。そういいつつも一宮北 が良いかなと思います。  

（委員）高峰という言葉に愛着があ りま すが、一方では、高峰は固有名詞で

あり、人により感じ方とらえ方も 違うと も思うし、固有名詞は使わないほう

がいいかなと思います。  

（委員）一宮北が校名にふさわしいの ではないかと思います。  

（委員）将来は小中一貫教育ということ で 一宮北で良いなと思います 。 1 年

から 9 年が同じ敷地内にもあり、 同じ 名前が良い と思います。  

（委員）高峰の 校名応募者の理由に素晴 らしい意見があ り、三方らしく、ピ

ンとくるものを感じます 。ただ、繁盛、下三方 の方々はどう思われるかとも

思います。ただ、今は一宮北かな と思 います。  

（委員）一宮北中の敷地内 に設置するこ ともあり、校名に 一宮を使うという

のが自然な流れとなり、一宮北が良い と思います 。  

（副会長）校名が固有名詞でも 、個人的 にこだわりは無く、とらわれてもい

ませんが、新しい 小学校を作るというの であれば、この 地域が一つになるの

であれば、三方の里という意味では、 高峰が良いかなと思います。  

（副会長）高峰が良い とも思うし、一宮 北中敷地内 ということで、一宮北小

も良いかなと思います。  

（副会長）宍粟市一宮にあるということ で、一宮という名が入った一宮北が

良いと思います。  

（副会長）高峰の地名の由来が当初知ら なかったこともあり、一宮北が良い

かなと思います。  

（副会長）中学校名が一宮北中あり、 3 つの小学校がひとつになって校名を

考えるとなると、一宮北小かなと思い ます。  

（議長）繁盛は半瀬、三方は三つの方角 や方向、下三方は三方の下のほう と

いう由来もあり、地域にある呼称が良い かなとも思うし、百千家満、抜け山

という地名を大事にしている というこ ともあり、校名を 高峰とすれば、それ
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はどこにあるのかなと考えもするだろ うし、校名がその場所を掘り起こすと

いうことにもつながってくるのかなと も思います。  

（議長）委員からいろいろと意見をいた だきましたが、それでは、 2 点から

1 点選んでもらいたいと思うが 、ほかご 意見ありませんか。  

《委員から、異議ありの声無く、また 、新たな意見も無し》  

（議長）それでは、最終選考 のため最終 投票に入ってください。  

《事務局から用紙配布、各委員 が記入 、投票箱へ用紙を投入する》  

《一宮北中学校ＰＴＡ会長、 繁盛小学 校ＰＴＡ会長が開票立会 人となる》  

《事務局による開票作業 》  

（事務局）開票結果を報告します。得票 数が多かった校名は、一宮北小学校

です。  

（議長）協議第６号の校名は、一宮北小 学校と なりました。ありがとうござ

いました。事務局から今後の予定をお 願いします。  

（事務局）今後、新校名は 協議会だより でもって、地域の皆さんにお知らせ

する予定です。  

 

（２）協議第 7 号  協議第 1 号「学校規模適性化の実施時期・実施場所及び実施方  

法について」の修正承認について  

（議長）協議第 7 号  協議第 1 号「学校規模適性化の実施時期・実施場所及び実施方  

法について」の修正承認についてを議題とします。事務局より提案します。  

（事務局）協議第 7 号の朗読と説明を させていただきます。  
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協議第７号  

協議第 1 号「学校規模適性化の実施時期・実施場所及び実施方法  

について」の修正承認について  

 

平成 26 年 9 月 1 日に承認を得た協議第 1 号について、次の通り修正したいの

で、学校規模適性化一宮北地区協議会の承認を求める。  

「実施方法として敷地内での小・中学校併設（小・中学校校舎入替使用）」を「実

施方法として敷地内での小・中学校併設」に改める。  

 

平成２７年２月２日提出  

学校規模適正化  一宮北地区協議会  

会  長    

 【提出理由】  

 平成 28 年 4 月 1 日から、下三方・三方・繁盛小学校区を一つにした新たな通

学区域とする一宮北中学校区の小学校規模適性化の具体的実施に向けて、より効果

的に事務を円滑に進めるため、実施方法を修正しようとするもの。  

 

 

（事務局）協議第 1 号で協議決定いただ いた、学校規模適性化の実施方法と

して、北中敷地内に新校設置に当たり、小中校舎を入れ替えて使用をすると

していたが、協議第 7 号で小中校舎を入 替使用の文言を削除するというもの

で、小学校児童が入る校舎を新築し、中学校は継続して現校舎を使うという

協議提案です。また 、後で詳しく全体配 置の説明を申し上げるが、現在の北

中部室北側に新しく用地寄付の申し出 があったため、そこに、小学校用プー

ルを当初予定の現在の自転車置き場付 近設置から、新用地内への設置の説明

もさせていただきます。  

 資料説明として、修正提案に至る経緯 については、統合小学校の整備にあ

たり、学校施設に役立ててほしいと現校 舎北側（裏）土地の寄付申し出があ
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ったこと、市のビジョンとして、義務教育 9 年間のスパンで子どもを育てて

いくため小中連携（一貫）を進めていく こととしており、そのモデル校とし

て当校区での教育を進めていきたいこ ととしています。修正提案に係る具体

的内容を説明します。  

①建設する校舎と現中学校校舎を小・中 学校が一体的に使用する。  

②新たに建設する校舎は主に小学生（低学 年・中学年１～ 4 年生）が使用

する。  

③現中学校校舎は中学生と小学生 （高学 年 5・ 6 年生）が使用する。  

④プールを新校舎の北側（裏）に建設し、新校舎の東側に小学生のプレイ  

グラウンドを確保する。  

 小学校校舎入替使用については、小中 学生それぞれの教育への配慮という

面から、提案当時はそれが最善と判断し 提案し決定いただいたが、それに至

る経緯の中で、小学校のプール及び小学 校専用のグラウンド等の整備につい

ての意見もいただいており、上記の点も 踏まえてあらためて校長先生を始め

学校現場の先生方と検討した結果、次 の点から修正提案することとした。  

続いて、新たな施設整備計画を進めるこ とによる課題 解消やメリットにつ

いては、資料抜粋により説明します。  

①中学生の学習環境への配慮  

・小 学校 プー ルや グラ ウ ンド など の配 置場 所の 変更 によ り、 現 在の校

舎を継続して中学生が使用することで 学習環境に配慮した。  

②小学生への配慮  

・プールやプレイグラウンドを主 に小学 生が利用する使用する校舎近く

に配置することで、遠慮することなく 伸び伸びと学校生活が送れる。  

・高学年 5 , 6 年生が中学生と同一校舎内 等で過ごせることで中学生の 存

在をより身近に感じられることや、小中 教員の乗り入れ授業などを進め

ていくことで中学校への垣根を払うこ とが でき、スムーズな進学につな

がる。  

・小学校が主に使用する校舎の近くにプ ールを配置することで、教員が

児童の様子を確認でき、緊急時の対応 がすぐにとれる。  

③多目的スペースの設置  
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④校舎内各設備の整備  

 

続いて、小中連携（一貫）進めるこ との メリットについては、資料抜粋

により説明します。  

①中学校 9 年間を通じて継続した指導で の連携  

・小学校 5・6 年生が部分的に中学生の生活に体験し慣れておくことで 、

「中 1 ギャップ」により登校しにくく なることを防止する。  

・小中学校の教員が 一緒になって、教育 内容や指導法について研修する

ことで、学力向上などより高い教育効 果が望める。  

・教育目標を共有することで、小中学校 職員の一貫した指導や支援につ

ながる。  

・小中学校の職員の連携により、小学校 のきめ細やかな指導や支援が中

学校でも行える。  

②授業の連携  

・ 一 部 教 科 で 中 学 校 教 員 の 専 門 性 を 活 か し た 授 業 を 小 学 生 に 授 業 を 行

い、小学生の学習への関心を高めるこ とができる。  

・ 小 学 校 教 員 が 中 学 校 の 授 業 に 複 数 で 支 援 に 入 る こ と で 、 細 や か に 中

学生の学習を支援することができる。  

③部活動の交流  

④学校行事での連携  

・ 小 中 学 校 で の 運 動 会 や 音 楽 会 な ど の 行 事 を 共 同 で 実 施 す る こ と で 交

流 が 深 ま る と と も に 、 小 学 生 が 中 学 生 の 姿 に あ こ が れ 伸 び よ う と す る

効果が期待できる。  

⑤地域との連携  

以上です。よろしくお願い します。  

 

（議長）委員の皆さんから、 質問意見等 あればお願いします。  

（委員）小中校舎入れ替えの 第１理由と なっていた、給食運搬の負担軽減と

あったが、小学校の低学年、中学年が 利 用するとなると、そのつじつまが合

わなくなる。給食車のプラットホームか らの受け入れ等はどうなるのでしょ
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うか。  

（事務局）小学校の給食コンテナは中学 校のプラットホームから入り、そこ

からは、学校用務員によりプラッ トホー ムから新小学校舎の配膳室まで移動

することになります。児童はその配膳室 から自分の教室へ運搬移動というこ

とで、これで、給食運搬の課題は解消 としたいと考えています。  

（委員）コンテナ車の移動は 大人がする 予定だが、これは大人 の負担にはな

らないでしょうか。  

（事務局）大人とは学校用務員が移動す ることであり、コンテナ移動は現在

の 各 校 の コ ン テ ナ 移 動 距 離 よ り も 長 く は な る が 、 小 学 校 中 学 校 の 校 舎 と も

に、床面はフラットで 、上下階 の移動は エ レベーターとなるので、移動の距

離は確かに長くはなるが、体力的に 大 きな負担はかからないと 思っている。 

（ 委 員 ） 学 校 現 場 の 先 生 方 と 教 育 委 員 会 で コ ン テ ナ 移 動 に つ い て 了 解 が あ

り、子どもへの負担がかからないのな らば、それで良いと思います。  

（議長）他の方からご意見ありますか。  

（委員）以前資料の 小中校舎入替案の図 面と内容が違っておりとまどってい

る。 5、 6 年生が中学校舎に入って中１ ギャップを無くすというのも解るが 、

渡りローカをはさんで中学校舎に 5 , 6 年が居るとはいえ、小学校舎に最上級

生徒たちが居ない のは不思議 な感じが する。当初の検討 案 のひとつ に は、 6

年生までが新校舎に入るという案もあ った と思うのに、今回 修正は小学校舎

には 5 教室しかなく、また、 5, 6 年生は中学校舎に入ることになるのか理解

ができない。小中の休憩時間が違うとい うことで、小学 生と中学生を分ける

ほ う が 良 い と い う 配 慮 も 以 前 あ っ た と 思 う し 、 協 議 修 正 案 の ク ラ ス 配 置 で

は、5 , 6 年生は、中学生休憩時間のずれが原因で、5 分 1 0 分のことであって

も休憩時間に子どもらしく騒げな いの ではないかという不安や 、ローカやト

イレの移動も休憩時間なのに静かに移 動 しないといけなくなる こと、自分達

の教室なのに静かにしていないと いけ なくなる という不安がある 。小中連携

のための 5 ,6 年生の教室配置の説明も あ りましたが、敷地内、登下校、運動

場、授業を通して小中の連携はどんどん 進むと思うし、無理に 5 ,6 年生を今

の中学校舎に入れる必要は無いと思う のですがどうでしょうか。  

（教育部長）正副会長会でもその議論は 出ていました。教育委員会では、一
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宮北地区では、小中連携のかたち を小 中併設の中で 何年も続けることより、

先生方の諸条件が整えば、子どもたちに は、今より良い教育環境の提供がで

き る と し て 、 小 中 一 貫 校 と し て の か た ち を 早 期 に め ざ し た い と 思 っ て い ま

す。ただ現在は、例えば新しい校舎配 置案では小中校舎 それぞれに職員室、

校長室の配置し、併設型の小中連携校で スタートすることからも 、数年間は

職員室、校長室 ともに別々に配置する予 定で す。連携校でスタートする学校

現場を考えても、いきなり一貫校として 校長先生、教頭先生が 1 人になるこ

とよりも、数年間は、教職員数 でも連携校として配置するほうが子どもたち

に良いだろうという判断も有ります。そ ういうことになると、将来的に小中

一貫校となった時には職員室や校長室 をどう使うかという課題もあります。

全体的な施設管理のこと、中学校舎に高 学年の 5 ,6 年が居ることのメリット

を総合的に考えると、正副会長会で も 5 , 6 年の教室を新たに 出来る新校舎に

配 置 し て 完 全 分 離 型 の 小 学 校 を つ く っ て は ど う か と い う 意 見 も い た だ き ま

し た が 、 将 来 数 年 後 は 小 中 一 貫 教 育 の 取 組 み で 学 校 に 空 き 教 室 が で き る こ

と、 5, 6 年生が中学校舎に一緒に入る メ リットを考えると、 5 ,6 年生が小学

校 舎 に 居 な い こ と が 不 自 然 と な り 影 響 が 出 な い か と い う 心 配 や 小 中 授 業 開

始時間のずれによる課題は 、学校現場と の 協議の結果、課題とはならないと

判断しており、今回の修正提案をさせて いただ きました。この後、校長先生

からも授業時間のずれの解消やその対 応、5 ,6 年の中学校舎への教室配置が

あ っ て も 不 安 な く 小 学 校 生 活 を 過 ご せ る と と も に そ の メ リ ッ ト に つ い て 説

明があると思います。  

（校長）授業開始時間について 現在案を 説明します。中学校と小学校の始業

時間を 5 分、 10 分調整すること、 小学 校の 3 校時前の業間時間を使い、午

前中までは調整します。午後は、小学生 が 5 分早く給食となり、小学生は給

食後の休憩時間を長くとる必要もあり、ここで 5 校時の開始時間を合わせる

ことにしています。 5, 6 年生の休憩時間 の過ごし方の不安については、現在

ど の 小 学 校 で も 休 憩 時 間 の 過 ご し 方 に つ い て は 学 校 で き ち ん と 指 導 さ れ て

おり、課題無く上手くいくと思っていま す。小中とも、ノーチャイム運動と

し自分で考えて動くということで学校 生活を過ごしており、全体的な指導も

含めてうまくいくと思っています。また 、いま小中一貫や連携の取組みとし
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て 3 小学校 1 中学校で教育を進めては いるが、中 1 ギャップの解消とまでは

なっていない現実もあり、小 学 6 年生と中学 1 年生の大人には分からない 壁、

垣根というものを、小中一貫教育の取組 みで 早期に取り払いたい 、小学中学

を円滑に接続していきたいという強い 思いがある。  

（議長）非常に難しい部分でもあり、分 かりにくいという 部分でもある。皆

さんどうでしょうか。  

（教育部長）結果的に、急な修正提案となったことは申し訳なく思ってはい

ます。ただ、修正の大きな要因は土地 の利用形態から始まったことで あり、

プ ー ル 配 置 も い ろ い ろ な 検 討 の 中 で 当 初 は 今 の 自 転 車 置 場 し か な い と し て

整備計画も進んではいたが、急転、土地の寄付申し出があり それが確定した

のもつい先だってのことであ ったため、変化する土地利用形態のもと、子ど

もたちへの教育環境の提供を第一に考 え、現場の先生方とも十分に協議のう

え、正副会長会 でもご相談させていただ いて提案させていただいている。土

地の利用形態の大きな変更が始まりで はあるが、協議決定事項について急な

変更することの是非、子どもたちに最善 な施設配置は何かということを考え

ながら、唐突な提案修正と受け止められ ても 止むをえませんが、土地の事情

等も少し考慮いただいてご理解いただ きたいと思います。  

（委員）施設整備が充実することは 良い ことだと思いますが、以前の協議会

の説明では、今回は小中一貫教育を進め るための 統合ではなく、学校規模の

適正化のために実施すると説明があっ たと思うし、個人的な印象ではあるが

小中一貫教育がそうスムーズにできる のかなとも思いま す。小学校が 1 年か

ら 6 年生までが一緒に 固まって動け る 環境というのは大 事なことだ と思い

ますし、中 1 ギャップの解消も大事では あるが、三方、繁盛、下三方の子ど

もたちにとって、今、大事なのは何であるか ということをみんなで慎重に考

えないと、簡単に決めないほうがいい と思う。  

（議長）似たような意見でも、教育委員会への意見でもいただきた いと思い

ます。生徒や子どもことを考えて、 慎 重に審議 していきたいと思います。  

（委員）下三方、三方、繁盛の 小学校の 小学生 たちをひとつに集めて、より

良い教育を提供しようということで協 議してき ました。敷地内併設により、

将 来 の こ と を 踏 ま え て で は あ る が 、 小 中 一 貫 教 育 に つ い て 協 議 す る と な る
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と、中学 生も関係すること であり、もっ と中学校ＰＴＡ、先生方に入っても

らわないと、小学校関係者だけで小中一 貫教育を決めたということにな りま

す。小中一貫教育時に職員室が空い てし まうという話もありましたが、その

時はその時で考えれば良い と思うし、今 の段階で教室が空くからもったいな

いとして、5 , 6 年生を中学校舎に入れようというのは脱線しすぎではないか

と思います。  

（議長）お二人の委員意見をふまえ、教 育委員会から説明をお願いします。  

（教育部長）小中校長先生とは小中の円 滑なつなぎについて話を進め つつ教

室数の検討もして おり、全学 年が新校 舎に入れないかも 検討する中 で、 5 ,6

年 生 が 中 学 生 と 一 緒 に い る こ と の ほ う が 小 中 双 方 に と っ て メ リ ッ ト が あ る

ということが導き出され、小学校機能の 部分を有する校舎を建てるのが 前提

でもあったため、小学校教室はすべて保 有する建物を建ててほしいという意

見であるが、小中一貫教育がわかりにく いこともあり、小学校舎を設置する

ならば、それよりも中学校舎に 5 , 6 年生が入るほうが、より効果的であると

いうのが、事務局と現場の先生方との意 見交換を通じて、今日の提案にいた

ったものである。  

（議長）小中一貫教育が実感としてとら えにくいところがあり、話も前にす

すみにくいところもある。学校教育課長 から小中 一貫教育の具体的な部分で

説明してください。  

（学校教育課長）小中一貫を 進める理由 を端的に言うならば 、小中の明確な

境を取り払うということになります。小 中の境の解消は、中 1 ギャップの解

消ということでもあり、小 5 , 6 年生と中１は、従来の それとは違うイメージ

として捉えていただくことになります。つまり、小 5, 6 年生は中学の生活ス

タイルを体験しつつ、中１は 小学の延長 的な部分を体験するのが一貫教育の

ねらいとするところであり、校舎という 二つの枠があるためにどちらに属す

るのかという議論になりやすいが、建物 こそ二つあるが 9 学年をすべての先

生 で 見 守 っ て い く 新 た な 教 育 ス タ イ ル の 学 校 と い う こ と が い え る と 思 い ま

す。  

（ 委 員 ） 今 回 の 規 模 適 性 化 の 実 施 と 同 時 に 小 中 一 環 教 育 と い う こ と に な る

と、それが未知のことで ありわかりにく いこともあり、慎重な意見となるの
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が自然な流れであり、将来の小中一貫を 否定しているのではなく、その時の

保護者が良しと判断すれば進めればい いと思う。規模適性化実施で 大きく子

どもたちの環境が変わる時に、小 5 , 6 年生は加えて中学校舎で大きなプレッ

シャーを感じることになる。 3 小学校が きちっと 1 つの塊になったあと、小

中一貫教育に取り組んでいけばよいの ではないでしょうか。  

（議長）規模適性化と、小中連携小中一貫が一緒になってしまっているので

はという思いについて、事務局から 学 校から 意見をお願いします。  

（教育部長）適正化計画に掲げる 中学校 舎に近い校舎を使う という基本的な

考え方がある中で、特別教室や体育館な どを小中が一緒に使用し 同一敷地内

の小中併設するということで理解もい ただ きました。学校現場との 設置に向

けての協議のなか、中学へのスムーズな つなぎ中 1 ギャップの解消に向けて

は、近接する現場で教職員 が密接に生徒 児童 も守っていき、最終的には小中

一貫校をめざしてもいる。一宮北小中に おける設置後の教育現場の 進め方が

十分に伝わっていないことが、先ほどか らのご意見とも思うが、一宮北地区

の規模は、全国規模と比較して小さな規 模といえ、だからこそ、ここでめざ

す連携校、一貫校はきめ細やかな指導が できる取組みがそろっていると 思っ

ていることを理解いただきたいと思い ます。  

（校長）中学の学校現場では、小学 5 ,6 年生が同じ場所で勉強しそのプロセ

スを教職員が直に感じ取っていくこと で、北中の生徒となったとき、教育と

いう形で大きなプラスで返せると思っ ています。これは、小学の学校現場で

も同様に、中学生の成長過程を同じ場 所で直に感じ取っていただくことで、

同様のことがいえると思っています。  

（校長）一宮北コミニティティスクール の取組みで、スクール便りやアンケ

ートも取りながら小中一貫のお知らせ もしてきました。その広がりは完全で

ないが一定の理解をいただいていると 感じている。ただ、小学校間、小中間

の校舎も遠く、その効果が充分に表れて いないことも事実ある。今回の小中

併 設 で 新 学 習 シ ス テ ム と し て の 教 科 担 任 の 取 組 み が 中 学 校 で 同 じ シ ス テ ム

でできるところが可能になる。また、今までの連携や一貫教育の 研究や視察

成果として、小学生が小 学校の枠内で居 ることで 5 ,6 年生はそのリーダー性

は伸びるが、その仕組みのままだといわ ゆる 小学生の殻が破れないともいわ
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れ、中学生がより近いところに居ること で、高学年の上への引っ張りがより

期待でき、小中 9 年間教育を一貫教 育 として、 4、 3、 2 年間の枠に分けて教

育していくことが一番その効果が表れ やすいということがわかってもきた。 

その意味でも、今回の建設を良いチャン スとして、学校長の間では捉えてい

ます。  

（議長）学校からの意見をいただきまし たが、委員の皆さんどうですか。  

（委員）各校の 子どもたちは今の自分達 の学校に愛着があり、統合により自

分の学校がなくなることに ショックを 受けている とも思う。それを各 保護者

は子ども達に統合後の良さを理解させ て 、良いと納得させてその 心の準備を

すすめているとこ ろです。次 の学校の 教室配置案では、 5， 6 年生だけが中

学校舎に入るということに、今の不安な 子どもたちの心情を踏まえその現実

が受け止められるかは、保護者 として 不安です。 6 年生は、先輩、友だち、

勉強、先生が中学と違うことで中 1 ギ ャップというものへの心配もあるし、

統合そのものへの不安があるなかで、ま ずは新校舎で新しい小学校として少

しずつ馴じんでから、小中一貫のことを 進めさせてやりたいと思う。小中一

貫のチャンスかもしれないがそれがス トレスにならないかと思う。新しい状

況に慣れ親しん でから 5 ,6 年生が小中 一貫としての中 学校舎に入る のなら

理解もできます。 5, 6 年生の保護者とし ては、新学校へ行くのに中学校舎に

入り、 1－ 4 年生とは別校舎という のは 納得がいかな いだ ろうし、せ っかく

最上級生として心づもりもあるのに、そ れが発揮できないのではないかも思

います。  

（議長）中学校舎に入ることへの非常に 不安な部分についての意見ですが、

その不安な部分の解消が保護者、地域か らのご意見かなとも思うし、新校ま

であと 1 年間ちょっとだが、コミスクな ども含めて今まで以上にしっかりし

っかりやっていただかないといけない が、どうでしょうか。  

（校長）先日、一宮北中出身 の社会人の 方 がその活動様子をお話 しいただく 、

ふるさと先輩の授業があり、マスコミで も野菜王子という愛称で紹介されて

いる方の講演会に、3 小学校の 5 , 6 年生が中学生と一緒に参加する機会を得

て講演会に参加しました。これまでは話 を聞くだけであったが、前回は 、総

勢 16 0 名を超えるなかでも、 5， 6 年も一緒になって講演後に何かと質問し
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感想を述べるなど、今までの小中連携の 成果もでてきていると思います。た

だ、平成 19 年から連携活動は続けては いるが 一番のネックは学校間の移動

距離が課題となっていました。教育現 場では併設の話を練っていくなかで、

新校は教室配置もあるかもしれないが、あくまで、中学校舎、小学 校舎とし

て別々に存すると意識するよりも、初め から 小中敷地内の建物を一緒に小中

で使うと考えていきたいなと思ってい ると同時に、これまでの連携を 一貫に

つなげていくため、学校も更なる努力が 必要であるとも 認識しています。そ

して将来を見通すなか、この連携教育や 一貫教育が実 を結びつつある と感じ

ており、それをお伝えしたいと思って います 。  

（議長）大事な話であり、他の委員さん からご意見は無いでしょうか  

（委員）中学校舎に入る 5， 6 年生の担任の先生は、どのように動かれるこ

とになるのでしょうか。教室、先生方、休憩時間 、連携 も含めて教えていた

だきたい。  

（校長）小 学校担任は学級担任制なので 、先生の担 任用備品も担任教室内に

あり、音楽などの専科授業以外は、休み時間も含めて基本的に児童といつも

一緒に居ると理解してください。小中一 貫のメリットを 事務局、学校ともに

述べてはいるが、非常にメリットはある が 今すぐにそれが すべて出来るとい

う状況でもありません。いま、中学校舎 に 5 つ、小学校舎に小人数室入れて

6 つ、合計 1 1 教室あり、小中トータルでは教室数は足りています。私たち

としては、施設を活かす方法として 、小 中連携、小中一貫というより効果的

な教育を進めることで、その施設を十 分に活用できる方向性を出したいと、

小中連携、コミ スクの推進も進めてき た その成果の上で決意 しており、取組

んでいるところです。確かに 、独立した 小学校ならば 、 6 学年で 6 つの教室

ということになるが、小中 9 学年で 1 1 教室ということで十分足りる施設状

況のことを考えれば、学校現場としては 運用 のなかでその施設を活用した 学

習成果、生活面の連携 をあげていきたい と思っています。また、小中学校の

先生の相互の連携があってこそ、連携教 育がすすめられるのであり、校舎 の

併設も有りそのつながりは 、一層必要な もの 深いものとなっていくことにな

ります。  

（議長）他の委員からご意見ありません か。  
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（委員）小中一貫教育は 2 8 年度に猶予なくやっていかないといけない状況

なのでしょうか。親として本音を言えば 、子どもたち を新学校に慣らす時間

があってもいいのになと思いますし、他 の保護者も同じような気持ちではな

いでしょうか。小中一貫が駄目というこ とではないんですが…。また、休み

時間の生活指導をされているとあった が、休み時間の指導ってことは子ども

達 に と っ て 本 当 の 休 み 時 間 に な る の か な と も 思 い ま す し 、 中 学 校 舎 に 5 , 6

年生が入るのなら、それもどんな指導 さ れるの かを不安にも思いますが、中

学校舎に小学生が入るということに 猶 予はないのでしょうか。  

（教育部長） 2 7 年度中に校舎を完成 し ないといけない と いう大きな 条件が

ります。また、教室数は全部で 1 1 あり、教室の数としてはある ことを伝え

たい。校舎建築で今の案に加えて 2 教室 を新たに増設することは財政的負担

のこと市域全体のこともある。現在、教室数としてはその数があり機能とし

て は 備 わ っ て い る が 、 配 置 に 関 し て 工 夫 す る 余 地 は ま だ あ る と 考 え て い ま

す。保護者の不安な部分には、現場であ る校長先生から 、どうお伝えしてい

くのかどう応えるか、その気概が大事だ と思っています。 6 年生が抱える新

学校の不安と中学校進学の不安につい ては、新校開校後、どんな仕組みでそ

の不安を解消していくか、学校現場とし て努力してお伝えし見せていかない

といけないと思います。中学校舎に入る 高学年に、学校としてどのように接

し、どのように不安を解消させていき、中学入学 時の不安を解消していくか

を、その思いを学校現場から保護者に伝 え理解をしていただく努力が必要 で

あると思います。 ただ、教室 配置につ いては 柔軟に対応 できると思 うが、 2

クラス分増やして大きなものを建設 す ることは 、事務局としては難しいかな

と思っています。  

（議長）委員からご意見ありますか  

（委員）増設は難しいとのことですが 、現計画の 保健室、多目的スペース、

会議室、特別支援教室等を減らすとか 移動させるとかで、新校開校時には、

現スペースの中で、1 年から 6 年が新小 学校舎に入るということで対応でき

ないでしょうか。  

（委員）特別支援教室、保健室は、低学年児童 の側にある事に理由があるの

で、移動は難しいかなとも思います。  
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（議長）説明もいただきましたが、学校 の先生方や 職員の気概を 、開校まで

の 1 年間少しの間に、私たちが 感じ取る こと 事も大事かなと思います。それ

に よ っ て 不 安 な 部 分 が 解 消 し 、 教 室 配 置 の 部 分 で の 検 討 を 見 せ て も ら え れ

ば、前にも進んでいくのかなとも思い ます。  

（委員）保護者、教育委員会 ともに言っ ておられることはよくわかりますし 、

チャンスだと思う。小中連携、小中一貫 の 道も選んでいくべきだと思う。そ

れぞれの立場で一生懸命考えておられ るようだし、予算や組織のことも考え

てやっておられる。ただ、保護者の心配 も当然ある し、その気持ちを汲んで

もらいたいとも思います。  

（校長）古風な日本の 習慣からか、中学校では上下関係を呼び名なども含め

てもっと厳しくしてほしいという意見 もあるが、学校現場としては、形だけ

の言葉づかいにとらわれず、年長者を尊 敬したうえで フランクに話せるよう

な児童や生徒になってもらいたいと も 考えており、小 6 が中 1 進学時に、言

葉 の 使 い 方 を 大 き く 変 え さ せ ら れ る と い う こ と で ス ト レ ス を 感 じ る こ と が

ないよう学校運営や指導ができればと 思っています。  

（教育部長）学校 増設につい ては、 1 0 0％駄目だというこ とでなく、 最終的

な判断や議会の承認もあり、今の事務局 の立場では難しいという意味でお伝

えしました。市全体を見通す中で、検討 する必要があり、幅を持たせて考え

させてもらいたい。保護者の不安 を直接 お聞きし、適正化実施を見届けてか

ら実施してはというご意見もいただき ました。教室配置も含めて、校舎 南側

に教室を置きたいという考えのもと で の提案となっており、今のご意見いた

だくなか、教室配置については、考えに 幅があるのかなと思っています。修

正案の提案とした、プールの新 配置を理 由としたものですが、新小学校舎を

建てるということは理解いただけるの ではと思っています。皆さんの方向性

の確認を会長にしていただければと思 います。  

（議長）市全体計画や財政的なこと、保 護者の思い、その両方のことを考え

進めていくのが大事であるが、それを判 断していくのはいつまでかに なるの

か。工事の全体計画としてはどうなっ ていきますか。  

（事務局） 2 7 年度中に校舎完成の必 要 があり、そのため の設計も最 終判断

して詰めていかないといけない段階と なっており、至急に承認をお願いした
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いと思います。 1 ヶ月後の承認となると 、校舎完成も 1 カ月遅れてくるとご

理解をいただきたい。  

（委員）協議内容が教育の内容のことで あり、教務部会での検討事項となる

のではないでしょうか。校舎配置として の 協議までとして、その教育内容と

しては、別のところで協議してはいか がでしょうか。  

（議長）教育委員会で、ここまでしか建 物は建設 できないというならばば、

内容については別で協議というご意見 ですが、皆さんいかがですか。  

（教育部長）今回の修正提案では、総合 的に教室の機能は備えており、学校

配置と室数を含む建設面積として、建物 についてはこの案 でご理解いただき

たいと思います。  

（議長）委員の皆さん、それでよろし い か。事務局では、建 物の中身につい

ては別に考えるということで 理解して よろしいか。  

（教育部長）建物の教室数を含む平面計 画はこれで確認をお願いしたい。た

だ、クラスの配置については、学校運営 の話なので、保護者の意見もお聞き

しており、 5, 6 生を含むクラスの配置判 断は、現場にお任せいただきたい。 

（議長）それでは、先ほどから校長先生から中学校舎に 5 , 6 年生が入るとい

うなかで教育方針について多くのお話 をしていただいたが、それと違ったこ

とになりませんか。  

（委員）教育の方法、内容を個々で論ず ることはむずかし いことであり、教

育委員会ではこういう配置 、建物規模 し かできないというのなら、その中で

最善の配置を考えていくしかないと 、 私個人 としては思います。  

（議長）確かに修正提案の文言だけの審 議ならば、これ までの検討の時間は

不要であったことになります。図面等も 資料として提出があり、建物配置と

合わせ、クラス配置や学校運営のことも 結果的には関係 あるから議論や不安

な意見も出てくるし、多くの時間を費 やしていただいた。  

（委員）決めることは決めていかないと 前には進んでいかないと思うし、い

ろいろな意見や不安もあるが、今日とし ては 、修正提案に基づいて 決めてい

ただいたらと思います。  

（委員）教室の仕切り壁 、教室の教室作 り は、図面通りの工事となるのでし

ょうか。  
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（事務局）児童の普通教室は南側配置す ると いうのが学校建設の上で原則で

あり、北側に普通教室を配置するとい う ことは無いと考えてください。  

（議長）それでは最終的に、協議第 7 号 を承認について皆さんお伺いします 。

承認いただける方は挙手願います。  

《挙手多数》  

（議長）挙手多数により、第 7 号議案 は 可決しました。  

 

５．その他  

（議長）第 8 回正副会長会で、校歌については、平成 28 年 3 月までに制作

することは確認しましたが、次回の第 9 回正副会長会で、作成方法として公

募するのか又は、業者委託にて作成する のか、担当である総務部会でのお世

話になる部分等の方針協議を行い、次回 協議会でその方法を決定いただく予

定で、その後制作にかかります。波賀は 新小学校 開校に向けて、波賀出身の

フォーク歌手に作曲を依頼された経緯 もあり、一宮北小学校ではいかがです

か。ご存じの方がいらっしゃいましたら 、事務局にも教えていただければと

思います。  

 次回協議会の開催に向けて事務局か ら説明ありますか。  

（事務局）次回正副会長会で、校歌、 校章について方針決定いただいた後、

協議会会開催となるが、出来れば 3 月 中の開催をお願いします。  

（議長）それでは、今後 、次回正副会長 会の日程調整をお願いします。事務

連絡、他にありますか  ≪事務局「あ りません」≫  

 校舎のことにつきまして、子ども達の ことを 中心になって考えていくこと

に今後 も変 わり なく 、皆さ んの ご協 力 をお願 いし ます 。 これをもちまして、

第 7 回学校規模適正化一宮北地区協議会を閉会します。閉会の挨拶を副会長より

お願いします。  

 

６．閉会  

（副会長）本日はお仕事疲れのところ、長時間協議いただきありがとうございました。

本日は、校名を決定いただきましたが、今後、校歌、校章を決めていくことになり、

専門部会での活動もお世話になりますがよろしくお願いします。これで閉会とさせて
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いただきたいと思います。ありがとうございました。   

                              22 時 50 分閉会  

 

会議録署名  

 

      会  長  

 

第 7 回協議会出席者  

・福原会長（繁盛小学校区選出） ・小林國男副会長（下三方地区連合自治会長） 

・森副会長（三方小学校区選出）   ・村上副会長（下三方小学校 PTA 会長）  

・田中副会長（三方小学校区選出）  ・西村副会長（繁盛小学校区選出）   

・飯田委員（下三方小学校区選出）  

・中西委員（下三方小保護者代表）   ・蒲田委員（三方小学校区選出）  

・秋田委員（三方小学校 PTA 会長）   ・森  智子委員（三方小保護者代表）  

・梶浦委員（繁盛地区連合自治会会長）・朱山委員（繁盛地区連合自治会副会長） 

・藤原委員（繁盛小学校 PTA 会長）   ・田路委員（繁盛小保護者代表）    

・進藤委員（三方地区連合自治会会長）  

・小林憲夫委員（繁盛小学校区選出）  ・髙崎委員（一宮北中保護者代表）   

・近江委員（一宮北中 PTA 会長）    ・阪根委員（一宮北中保護者代表）   

・坂元委員（一宮北中学校長）     ・下川委員（下三方小学校長）      

・薄木委員（三方小学校長）      ・片山委員（繁盛小学校長）  

 

特別出席者  

・落岩一宮市民局長   ・高橋参事兼企画総務部長    

 

事務局  

・岡﨑教育部長、椴谷教育部次長、志水学校教育課長  

 橋本教育総務課副課長、西林教育総務課副課長兼教育企画係長   

 


